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  西郷村告示第１１号 

     平成３０年第１回西郷村議会定例会を、下記のとおり招集する。 

         平成３０年２月２３日 

                     西 郷 村 長  佐 藤 正 博 

記 

          １．期  日   平成３０年３月２日 

          ２．場  所   西 郷 村 議 会 議 場
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応 招 不 応 招 議 員 

・応招議員（１６名） 

１番 松 田 隆 志 君 ２番 鈴 木 武 男 君 ３番 真 船 正 康 君 

４番 鈴 木 勝 久 君 ５番 松 本 孝 信 君 ６番 南舘かつえ君 

７番 藤 田 節 夫 君 ８番 金 田 裕 二 君 ９番 秋 山 和 男 君 

１０番 矢 吹 利 夫 君 １１番 上 田 秀 人 君 １２番 後 藤  功 君 

１３番 河 西 美 次 君 １４番 大 石 雪 雄 君 １５番 真 船 正 晃 君 

１６番 白 岩 征 治 君     

・不応招議員（なし） 
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平成３０年第１回西郷村議会定例会 

議事日程（１号） 

                   平成３０年３月２日（金曜日）午前１０時開議 

日程第 １ 議席の指定 

日程第 ２ 常任委員会委員の選任について 

日程第 ３ 議会運営委員会委員の補充について 

日程第 ４ 会議録署名議員の指名 

日程第 ５ 会期の決定 

日程第 ６ 議案第 １号 専決処分の承認を求めることについて（専決第１号） 

日程第 ７ 議案第 ２号 西郷村一般職非常勤職員等の任用等に関する条例の一部を改 

             正する条例 

日程第 ８ 議案第 ３号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条 

             例の一部を改正する条例 

日程第 ９ 議案第 ４号 西郷村国民健康保険基金条例 

日程第１０ 議案第 ５号 西郷村税特別措置条例の一部を改正する条例 

日程第１１ 議案第 ６号 西郷村国民健康保険条例の一部を改正する条例 

日程第１２ 議案第 ７号 西郷村介護保険条例の一部を改正する条例 

日程第１３ 議案第 ８号 西郷村指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定 

             介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法 

             の基準に関する条例の一部を改正する条例 

日程第１４ 議案第 ９号 西郷村指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営 

             の基準に関する条例の一部を改正する条例 

日程第１５ 議案第１０号 西郷村指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備 

             及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護 

             予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例の一部 

             を改正する条例 

日程第１６ 議案第１１号 西郷村地域包括支援センターの職員及び運営の基準に関する 

             条例の一部を改正する条例 

日程第１７ 議案第１２号 西郷村企業立地の促進等による地域の産業集積の形成及び活 

             性化に関する法律第１０条第１項の規定に基づく準則を定め 

             る条例の一部を改正する条例 

日程第１８ 議案第１３号 西郷村中小企業・小規模企業振興条例 

日程第１９ 議案第１４号 西郷村消防団給与条例の一部を改正する条例 

日程第２０ 議案第１５号 指定管理者の指定について（西郷村温泉健康センター） 

日程第２１ 議案第１６号 指定管理者の指定について（西郷村家族旅行村） 

日程第２２ 議案第１７号 指定管理者の指定について（西郷村農産物直売所） 

日程第２３ 議案第１８号 平成３０年度西郷村一般会計予算 

日程第２４ 議案第１９号 平成３０年度西郷村墓地特別会計予算 
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日程第２５ 議案第２０号 平成３０年度西郷村国民健康保険特別会計予算 

日程第２６ 議案第２１号 平成３０年度西郷村公共下水道事業特別会計予算 

日程第２７ 議案第２２号 平成３０年度西郷村農業集落排水事業特別会計予算 

日程第２８ 議案第２３号 平成３０年度西郷村介護保険事業特別会計予算 

日程第２９ 議案第２４号 平成３０年度西郷村後期高齢者医療特別会計予算 

日程第３０ 議案第２５号 平成３０年度西郷村水道事業会計予算 

日程第３１ 議案第２６号 平成３０年度西郷村工業用水道事業会計予算 

日程第３２ 議案第２７号 平成２９年度西郷村一般会計補正予算（第６号） 

日程第３３ 議案第２８号 平成２９年度西郷村墓地特別会計補正予算（第２号） 

日程第３４ 議案第２９号 平成２９年度西郷村国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

日程第３５ 議案第３０号 平成２９年度西郷村公共下水道事業特別会計補正予算（第３ 

             号） 

日程第３６ 議案第３１号 平成２９年度西郷村農業集落排水事業特別会計補正予算（第 

             ２号） 

日程第３７ 議案第３２号 平成２９年度西郷村介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

日程第３８ 議案第３３号 平成２９年度西郷村後期高齢者医療特別会計補正予算（第２ 

             号） 

日程第３９ 議案第３４号 平成２９年度西郷村水道事業会計補正予算（第２号） 

日程第４０ 議案第３５号 平成２９年度西郷村工業用水道事業会計補正予算（第２号） 

日程第４１ 例月出納検査及び定期監査結果報告 
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・出席議員（１５名） 

１番 松 田 隆 志 君 ２番 鈴 木 武 男 君 ３番 真 船 正 康 君 

４番 鈴 木 勝 久 君 ５番 松 本 孝 信 君 ７番 藤 田 節 夫 君 

８番 金 田 裕 二 君 ９番 秋 山 和 男 君 １０番 矢 吹 利 夫 君 

１１番 上 田 秀 人 君 １２番 後 藤  功 君 １３番 河 西 美 次 君 

１４番 大 石 雪 雄 君 １５番 真 船 正 晃 君 １６番 白 岩 征 治 君 

・欠席議員（１名） 

６番 南舘かつえ君     

・地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

村 長 佐 藤 正 博 君 副 村 長 大 倉  修 君 

教 育 長 鈴 木 且 雪 君 
会計管理者兼
会 計 室 長 

黒 羽 千 春 君 

参 事 兼
総 務 課 長 

山 崎  昇 君 税 務 課 長 伊 藤 秀 雄 君 

住民生活課長 鈴木真由美君 
放 射 能 対 策
課 長 木 村 三 義 君 

福 祉 課 長 真 船  貞 君 健康推進課長 長谷川洋之君 

商工観光課長 福 田  修 君 農 政 課 長 田部井吉行君 

参 事 兼
建 設 課 長 鈴 木 宏 司 君 企画財政課長 田 中 茂 勝 君 

上下水道課長 鈴 木 茂 和 君 学校教育課長 高 野 敏 正 君 

生涯学習課長 緑 川  浩 君 
農 業 委 員 会
事 務 局 長 

和 知 正 道 君 

・本会議に出席した事務局職員 

議会事務局長
兼 監 査 委 員 
主 任 書 記 

藤 田 哲 夫 
次 長 兼
議 事 係 長 兼 
監査委員書記 

黒 須 賢 博 

専 門 主 査 兼
庶 務 係 長 相 川 佐 江 子   
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◎開会と開議の宣告

○議長（白岩征治君） おはようございます。定足数に達しておりますので、ただいまか

ら平成３０年第１回西郷村議会定例会を開会いたします。 

   これから本日の会議を開きます。 

（午前１０時０３分） 

◎諸般の報告

○議長（白岩征治君） 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。 

   ６番南舘かつえ君より、体調不良のため会議規則第２条により欠席の届け出があり

ました。 

   次に、先般行われました西郷村議会議員補欠選挙におきまして、河西美次君、松本

孝信君、鈴木武男君の３名が当選されました。 

   ここで河西美次君、松本孝信君、鈴木武男君より議会に対しご挨拶したいとの申し

出がありましたので、これを許します。３名の方は前のほうにお進みください。 

   はじめに、河西美次君の発言を許します。 

   河西美次君。 

○河西美次君 ただいまご紹介ありました河西美次です。今回、村議会の補欠選挙に立候

補いたしまして、今後は村民と村発展のために一生懸命頑張っていきますのでよろし

くお願いします。 

○議長（白岩征治君） 次に、松本孝信君の発言を許します。 

○松本孝信君 このたび西郷村村議会補欠選挙で当選いたしました松本孝信です。西郷村

発展のために尽力を尽くしたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（白岩征治君） 次に、鈴木武男君の発言を許します。 

○鈴木武男君 同じく先般の西郷村村議会議員補欠選挙において当選させていただきまし

た鈴木武男です。西郷村のさらなる発展に向けて一生懸命頑張りたいと思っておりま

すのでよろしくお願いいたします。 

○議長（白岩征治君） ３名の挨拶が終わりました。席にお戻りください。 

   次に、閉会中に許可いたしました２名の議員辞職の件について、会議規則第９８条

及び第９９条の規定に基づき、報告をいたします。 

   去る１月１１日、髙橋廣志君より、議員辞職願が提出されましたので、地方自治法

第１２６条に基づき、議長において辞職を許可いたしました。 

   また、１月２２日、佐藤富男君より、１月３１日をもって議員を辞職したいとの議

員辞職願が提出されましたので、同じく同法に基づき、議長において辞職を許可いた

しました。なお、佐藤富男君は、１月２２日に開催されました西郷村福祉の推進に関

する特別委員会において、委員長を辞任いたしましたので、新委員長に秋山和男君と

副委員長に鈴木勝久君が互選されましたことをご報告いたします。 

   次に、去る２月２７日に開催されました福島県町村議会議長会定期総会におきまし

て、１２番後藤功君が全国町村議会議長会自治功労者表彰の伝達を受けましたので、

皆様にご報告を申し上げるとともに、ここで表彰状の伝達を行います。 



－7－ 

  １２番後藤功君、前のほうにお進みください。 

（表彰状伝達） 

○議長（白岩征治君） 受賞まことにおめでとうございます。 

   次に、先月までの議長行動表、監査結果報告書、入札結果報告書、西郷村温泉健康

センター指定管理業務報告書、平成２９年第４回西郷村議会定例会会議録、平成

３０年西郷村議会定例会会期日程（案）をそれぞれお手元に配付しておきましたので、

ご了承を願います。 

   次に、一般質問の通告でありますが、本日正午締め切りですので、ご留意願います。 

   次に、これまでに受理しました陳情１件につきましては、会議規則第９２条の規定

により所管の常任委員会に付託いたします。 

   次に、郵送による陳情１件について、閲覧に供しますのでご留意願います。 

   次に、地方自治法第１２１条の規定により、説明のため執行機関に対しあらかじめ

出席を求めておきました。本日の会議には、村長、副村長、教育長及び各担当課長が

出席しております。 

○議長（白岩征治君） それでは、本日の日程に入ります。 

（「議長、議事進行」という声あり） 

○議長（白岩征治君） １４番大石雪雄君。 

○１４番（大石雪雄君） 議事進行についてお話しいたします。 

   議長のほうから今回新しく議員になられた方々の議席について説明があるのかなと

思いましたけれども、何の説明もないんですが、どうしてこのような議席になってい

るのか説明をお願いしたいと思います。 

○議長（白岩征治君） これから議席の指定に入りますので。 

   １４番大石雪雄君より議事進行がありました。新しい議員の議席についてというこ

とがございますので、これからそれについて発表いたしますのでご了承願いたいと思

います。 

◎議席の指定

○議長（白岩征治君） 日程第１、議席の指定を行います。 

   議席につきましては、会議規則第４条第２項に基づき議長が指名いたします。鈴木

武男君の議席は２番といたします。松本孝信君の議席は５番といたします。河西美次

君の議席は１３番といたします。 

◎常任委員会委員の選任について

○議長（白岩征治君） 次に、日程第２、常任委員会委員の選任についてであります。 

   おはかりをいたします。 

   委員会条例第４条第４項の規定に基づき、２番鈴木武男君、５番松本孝信君を文教

厚生常任委員会委員に、１３番河西美次君を産業建設常任委員会委員に指名したいと

思いますが、ご異議ございませんか。 

（「議長」という声あり） 

○議長（白岩征治君） １４番大石雪雄君。 
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○１４番（大石雪雄君） 大変失礼いたしました。先走って議事進行しましたけれども、

議長の権限によって議席を決めることは大変結構なことだと思いますけれども、私も

長年議員をやっていてこのような議席配分というのは前代未聞の配分なんですが、あ

いているところに座ってもらおうということなんだと思うんですが、会期順にするか、

あとはくじで座るかどっちかなんです。それを一方的に議長が指定して議席を決める

というのもいかがなものかなと思うんですが、議長、もう一度お願いしたいと思いま

す。 

○議長（白岩征治君） １４番大石雪雄君の議事進行について申し上げます。 

   この議席については議会運営委員会を開催いたしまして、議会運営委員会の中であ

る程度もんだ結果が今回の。それともう一つは議長指名ということになっておりまし

たので、このような報告にさせていただきましたのでご了承願いたいと思います。 

   １４番大石雪雄君。 

○１４番（大石雪雄君） 再度、議事進行でお話ししたいと思います。 

   ということは、今後はあらゆる場合も議運を開いて、あとは議長の権限で議席が決

まるということでよろしいんですね。前例にないことを議長はやっているんですけれ

ども、どうなんですか。 

◎休憩の宣告

○議長（白岩征治君） 暫時休憩いたします。 

（午前１０時１５分） 

◎再開の宣告

○議長（白岩征治君） 再開いたします。 

（午前１０時１７分） 

○議長（白岩征治君） １４番大石雪雄君の議事進行について申し上げます。 

   会議規則第４条、一般選挙後新たに選挙された議員の議席は議長が定めるというこ

とでございまして、慣例によりまして平成１４年の補欠選挙のときに矢吹議員を欠番

の１４番に指定した経緯もありますので、それに基づいて今回指定をした次第であり

ますのでご理解を賜りたいと思います。 

   日程第２、常任委員会委員の選任についてでありますが、おはかりをいたします。 

   委員会条例第４条第４項の規定に基づき、２番鈴木武男君、５番松本孝信君を文教

厚生常任委員会委員に、１３番河西美次君を産業建設常任委員会委員に指名したいと

思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（白岩征治君） ご異議なしと認めます。 

   よって、文教厚生常任委員会委員には、２番鈴木武男君、５番松本孝信君、産業建

設常任委員会委員には、１３番河西美次君を選任することに決定いたしました。 

◎議会運営委員会委員の補充について

○議長（白岩征治君） 次に、日程第３、議会運営委員会委員の補充についてであります

が、佐藤富男君の議員辞職に伴い、現在、議会運営委員が１名欠員となっている状態
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であります。所属は文教厚生常任委員会であります。文教厚生常任委員会におきまし

ては直ちに後任の委員を選出し、議長に報告するよう求めます。 

◎休憩の宣告

○議長（白岩征治君） ここで暫時休憩いたします。 

（午前１０時１９分） 

◎再開の宣告

○議長（白岩征治君） 再開いたします。 

（午前１０時２３分） 

○議長（白岩征治君） 休憩中に後任の議会運営委員について報告がありました。後任の

議会運営委員には、文教厚生常任委員会より、７番藤田節夫君が選出されました。 

   おはかりをいたします。 

   委員会条例第４条第４項の規定により、議会運営委員会委員に、７番藤田節夫君を

指名したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（白岩征治君） 異議なしと認めます。 

   議会運営委員会委員に、７番藤田節夫君を選任することに決定いたしました。 

◎会議録署名議員の指名

○議長（白岩征治君） 次に、日程第４、会議録署名議員の指名を行います。 

   会議規則第１２７条の規定により、会議録署名議員に、１２番後藤功君、１３番河

西美次君を指名いたします。 

◎会期の決定

○議長（白岩征治君） 次に、日程第５、会期の決定を議題といたします。 

   会期につきましては、２月２８日に開催されました議会運営委員会において、お手

元に配付いたしました日程表のとおり答申がありました。 

   おはかりをいたします。 

   本定例会は、本日より３月１９日までの１８日間にしたいと思いますが、ご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（白岩征治君） 異議なしと認めます。 

   よって、会期は本日より３月１９日までの１８日間といたします。 

◎議案の上程（議案第１号～議案第３５号）

○議長（白岩征治君） 続いて、日程第６、議案第１号より日程第４０、議案第３５号ま

での議案３５件を一括上程いたします。 

◎提案理由の説明

○議長（白岩征治君） 提出議案に対する提案理由の説明を求めます。 

   村長、佐藤正博君。 

○村長（佐藤正博君） おはようございます。議案上程前ではございますが、提出議案の

差しかえがございまして、まことに申しわけございませんでした。 
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   さて、私にとりましては最後の議会でございます。これまで西郷村政発展のために

皆様とともに仕事ができましたことをまずもって感謝を申し上げます。いろいろ思い

出深い期間でございましたが、まことにありがたく本当にありがとうございました。 

   そして、まずはこのたびの補欠選挙によりましてご当選されました３名の議員の皆

様、まことにご当選おめでとうございます。心よりお祝いを申し上げますとともに、

どうぞ健康で村政発展のために十分なるご活躍のほどをよろしくお願い申し上げます。 

   平成３０年第１回西郷村議会定例会の開会に当たり、本来であれば所信の一端を述

べるというところでありますが、皆様既にご承知のとおり私は今月２７日の任期満了

をもって退任いたします。本当にお世話になりました。所信の表明は次期村長が述べ

るのが適当であると考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。また、

新年度の予算内容につきましても新規事業等は次期村長が判断すべきものと考え、通

常の予算となっておりますのでご理解を賜りたいと思います。 

   それでは、本日提案いたしました議案の大要につきまして、ご説明いたします。 

   提出議案は、議案第１号「専決処分の承認を求めることについて」ほか条例の制定、

一部改正１３件、指定管理者の指定３件、平成３０年度当初予算９件、平成２９年度

補正予算９件の計３５議案でございます。 

   まず、議案第１号「専決処分の承認を求めることについて」でありますが、平成

３０年１月２３日からの降雪により、道路等の除雪を随時実施するため同経費を補正

しなければなりませんでしたが、議会を招集するいとまがないことから、地方自治法

第１７９条第１項の規定により、平成２９年度西郷村一般会計補正予算（第５号）に

ついて専決処分をしたので、議会の承認を求めようとするものでございます。 

   次に、議案第２号「西郷村一般職非常勤職員等の任用等に関する条例の一部を改正

する条例」でありますが、一般職非常勤職員等の賃金の額を改定することについて、

所要の改正をしようとするものであります。 

   次に、議案第３号「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例」でありますが、特別職の職員で非常勤のもののうち、教育委

員会委員、選挙管理委員会委員長及び委員並びに議会の議員のうちから選任された

監査委員の報酬額を改定することについて、所要の改正をしようとするものでありま

す。 

   次に、議案第４号「西郷村国民健康保険基金条例」でありますが、国民健康保険の

広域化を踏まえ、国民健康保険事業費納付金の納付及び国民健康保険事業の健全な運

営のための財源として国民健康保険基金を設置するため、この条例を制定しようとす

るものであります。 

   次に、議案第５号「西郷村税特別措置条例の一部を改正する条例」でありますが、

企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部

改正に伴い、所要の改正をしようとするものであります。 

   次に、議案第６号「西郷村国民健康保険条例の一部を改正する条例」でありますが、

国民健康保険法の一部改正に伴い、国民健康保険運営協議会が同法第１１条第２項の
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規定に基づく協議会であることを規定し、及び西郷村国民健康保険基金を設置するこ

とに伴い、西郷村国民健康保険給付費支払準備基金を廃止することについて、所要の

改正をしようとするものであります。 

   次に、議案第７号「西郷村介護保険条例の一部を改正する条例」でありますが、所

得の少ない第１号被保険者の保険料を減額する期間を延長することについて、所要の

改正をしようとするものであります。 

   次に、議案第８号「西郷村指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介

護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例の一部

を改正する条例」でありますが、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指

定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改

正に伴い、所要の改正をしようとするものであります。 

   次に、議案第９号「西郷村指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の

基準に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、指定地域密着型サービスの

事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、所要の改正をしようとす

るものであります。 

   次に、議案第１０号「西郷村指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備

及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支

援の方法の基準に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、指定地域密着型

介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービ

スに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正に伴い、所要

の改正をしようとするものであります。 

   次に、議案第１１号「西郷村地域包括支援センターの職員及び運営の基準に関する

条例の一部を改正する条例」でありますが、介護保険法施行規則の一部改正に伴い、

所要の改正をしようとするものであります。 

   次に、議案第１２号「西郷村企業立地の促進等による地域の産業集積の形成及び活

性化に関する法律第１０条第１項の規定に基づく準則を定める条例の一部を改正する

条例」でありますが、企業立地の促進等による地域の産業集積の形成及び活性化に関

する法律の一部改正により施行された地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展

の基盤強化に関する法律第９条第１項の規定により、製造業等の工場が工場立地法に

より設置する緑地等の面積の割合を緩和する準則を定めることができることとされた

ため、所要の改正をしようとするものであります。 

   次に、議案第１３号「西郷村中小企業・小規模企業振興条例」でありますが、中小

企業及び小規模企業の振興について、その基本理念等を明らかにすることにより、中

小企業及び小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって本村

の経済の健全な発展並びに村民生活の向上を図るため、この条例を制定しようとする

ものであります。 

   次に、議案第１４号「西郷村消防団給与条例の一部を改正する条例」でありますが、

処遇改善を目的として消防団員の給与を引き上げるため、所要の改正をしようとする
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ものであります。 

   次に、議案第１５号「指定管理者の指定について」でありますが、指定管理者の指

定期間が平成３０年３月３１日に終了することに伴い、改めて西郷村温泉健康センタ

ーの指定管理者を指定しようとするものであります。 

   次に、議案第１６号「指定管理者の指定について」でありますが、指定管理者の指

定期間が平成３０年３月３１日に終了することに伴い、改めて西郷村家族旅行村の指

定管理者を指定しようとするものであります。 

   次に、議案第１７号「指定管理者の指定について」でありますが、西郷村農産物直

売所の指定管理者を平成３０年４月１日から指定しようとするものであります。 

   次に、議案第１８号「平成３０年度西郷村一般会計予算」について、ご説明をいた

します。 

   平成３０年度の西郷村一般会計予算は、歳入歳出総額１０１億９,０００万円、対

前年度比５億９００万円、４.８％の減額でございます。 

   当初予算の編成につきましては、平成２８年度に策定した西郷村第４次総合振興計

画、平成２７年度に策定した西郷村まち・ひと・しごと創生総合戦略に掲げる基本目

標の実現に向けて各種施策に伴う予算を計上しております。 

   主なものといたしましては、少子化対策として、乳幼児・妊産婦医療費助成事業、

特定不妊治療費助成事業、第３子以降保育料軽減事業、第３子以降学校給食費補助事

業及び昨年度に引き続き、待機児童解消対策事業として屏風谷地内に建設中である新

保育園建設事業に関する予算を計上いたします。 

   地域振興対策といたしましては、地域振興の中核とすべく平成２８年度から整備を

進めてまいりました新たな農産物直売所（まるごと西郷館）の運営・開所に関する予

算及び村の中心となる役場周辺の拠点整備事業である拠点づくりプロジェクト事業に

関する予算を計上いたします。 

   福祉・高齢者対策といたしましては、障がい者自立支援給付事業、見守り安心ネッ

トワーク事業、外出支援サービス事業及びピンピンキラリ運動に伴うからだの学校事

業に関する予算を計上いたします。 

   教育関係といたしましては、学校支援員による学校支援事業、奨学金貸付・海外留

学支援・中学生海外派遣・中学生異文化体験に伴う人材育成基金事業、特定防衛施設

周辺整備調整交付金事業による米小学校トイレ洋式化及び老朽化による建てかえを検

討している防災食育センター建設事業に関する予算を計上いたします。 

   次に、議案第１９号から議案第２６号までの各特別会計予算並びに各企業会計予算

につきましては、それぞれの事業目的達成のための予算となっております。 

   続きまして、議案第２７号「平成２９年度西郷村一般会計補正予算（第６号）」に

つきまして、ご説明いたします。 

   今回の補正予算は数次の補正を経て最終補正となりますが、歳入歳出それぞれ８億

３,０７６万８,０００円を減額し、歳入歳出総額１０５億８９２万３,０００円とす

るものでございます。 
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   ３月補正につきましては、各種事業の事業費調整による減額が主でございますが、

減額補正の主なものといたしましては、放射性物質除染対策事業費を５億２７８万

２,０００円、道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業を６,３１０万４,０００円それ

ぞれ減額いたします。 

   増額補正の主なものといたしましては、米児童クラブ整備費として１,００７万

２,０００円、子育て基金積立金として４,４００万円それぞれ増額し、新たに担い手

確保・経営強化支援事業として１,５０５万円を計上いたします。 

   次に、議案第２８号から議案第３５号までの各特別会計補正予算並びに各企業会計

補正予算につきましては、それぞれの事業目的を達成すべく所要の補正を行うもので

ございます。 

   以上、本日提案いたしました議案の大要につきましてご説明いたしました。細部に

つきましては担当課長より説明をいたさせますので、ご審議の上、ご議決を賜ります

ようよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（白岩征治君） 提案理由の説明が終わりました。 

◎議案内容の細部説明

○議長（白岩征治君） 続いて、議案第１号に対する細部説明を求めます。 

   企画財政課長。 

（企画財政課長、議案書により細部説明） 

○議長（白岩征治君） 続いて、議案第２号及び議案第３号に対する細部説明を求めます。 

   総務課長。 

（総務課長、議案書により細部説明） 

○議長（白岩征治君） 続いて、議案第４号に対する細部説明を求めます。 

   福祉課長。 

（福祉課長、議案書により細部説明） 

○議長（白岩征治君） 続いて、議案第５号に対する細部説明を求めます。 

   税務課長。 

（税務課長、議案書により細部説明） 

○議長（白岩征治君） 続いて、議案第６号に対する細部説明を求めます。 

   福祉課長。 

（福祉課長、議案書により細部説明） 

○議長（白岩征治君） 続いて、議案第７号から議案第１１号に対する細部説明を求めま

す。 

   健康推進課長。 

（健康推進課長、議案書により細部説明） 

◎休憩の宣告

○議長（白岩征治君） これより午前１１時２０分まで休憩いたします。 

（午前１０時５９分） 

◎再開の宣告
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○議長（白岩征治君） 再開いたします。 

（午前１１時２０分） 

○議長（白岩征治君） 休憩前に引き続き、細部説明を続行いたします。 

   その前にご報告いたします。１４番大石雪雄君が所用のため中座するということで

ございますので、ご報告申し上げます。 

〔１４番 大石雪雄君中座〕 

○議長（白岩征治君） それでは、議案第１２号及び議案第１３号に対する細部説明を求

めます。 

   商工観光課長。 

（商工観光課長、議案書により細部説明） 

○議長（白岩征治君） 続いて、議案第１４号に対する細部説明を求めます。 

   総務課長。 

（総務課長、議案書により細部説明） 

○議長（白岩征治君） 続いて、議案第１５号及び議案第１６号に対する細部説明を求め

ます。 

   商工観光課長。 

（商工観光課長、議案書により細部説明） 

〔１４番 大石雪雄君着席〕 

○議長（白岩征治君） １４番大石雪雄君が着席いたしました。 

   続いて、議案第１７号に対する細部説明を求めます。 

   農政課長。 

（農政課長、議案書により細部説明） 

○議長（白岩征治君） 続いて、議案第１８号に対する細部説明を求めます。 

   企画財政課長。 

（企画財政課長、議案書により細部説明） 

○議長（白岩征治君） 続いて、議案第１９号に対する細部説明を求めます。 

   住民生活課長。 

（住民生活課長、議案書により細部説明） 

○議長（白岩征治君） 続いて、議案第２０号に対する細部説明を求めます。 

   福祉課長。 

（福祉課長、議案書により細部説明） 

○議長（白岩征治君） 続いて、議案第２１号及び議案第２２号に対する細部説明を求め

ます。 

   上下水道課長。 

（上下水道課長、議案書により細部説明） 

○議長（白岩征治君） 続いて、議案第２３号に対する細部説明を求めます。 

   健康推進課長。 

（健康推進課長、議案書により細部説明） 
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○議長（白岩征治君） 続いて、議案第２４号に対する細部説明を求めます。 

   福祉課長。 

（福祉課長、議案書により細部説明） 

○議長（白岩征治君） 続いて、議案第２５号及び議案第２６号に対する細部説明を求め

ます。 

   上下水道課長。 

（上下水道課長、議案書により細部説明） 

○議長（白岩征治君） ここで休憩に入るところでありますが、細部説明もあとわずかで

ございますのでこのまま説明を続行したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（白岩征治君） 異議なしと認め、このまま続行いたします。 

   続いて、議案第２７号に対する細部説明を求めます。 

   企画財政課長。 

（企画財政課長、議案書により細部説明） 

○議長（白岩征治君） 続いて議案第２８号に対する細部説明を求めます。 

   住民生活課長。 

（住民生活課長、議案書により細部説明） 

○議長（白岩征治君） 続いて、議案第２９号に対する細部説明を求めます。 

   福祉課長。 

（福祉課長、議案書により細部説明） 

○議長（白岩征治君） 続いて、議案第３０号及び議案第３１号に対する細部説明を求め

ます。 

   上下水道課長。 

（上下水道課長、議案書により細部説明） 

○議長（白岩征治君） 続いて、議案第３２号に対する細部説明を求めます。 

   健康推進課長。 

（健康推進課長、議案書により細部説明） 

○議長（白岩征治君） 続いて、議案第３３号に対する細部説明を求めます。 

   福祉課長。 

（福祉課長、議案書により細部説明） 

○議長（白岩征治君） 続いて、議案第３４号及び議案第３５号に対する細部説明を求め

ます。 

   上下水道課長。 

（上下水道課長、議案書により細部説明） 

○議長（白岩征治君） 以上で細部説明は終わりました。 

◎例月出納検査及び定期監査結果報告

○議長（白岩征治君） 次に、日程第４１、例月出納検査及び定期監査の結果報告を求め

ます。 
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   西郷村監査委員、１２番後藤功君。 

○１２番（後藤 功君） 例月出納検査並びに定期監査の結果につきましてご報告申し上

げます。 

   平成２９年１１月期から平成３０年１月期までの３か月分の例月出納検査及び定期

監査の結果につきましては、お手元に配付した内容となっておりますので、ここにご

報告いたします。 

   以上、監査報告を終わります。 

○議長（白岩征治君） 監査結果の報告が終わりました。 

◎散会の宣告

○議長（白岩征治君） これをもちまして、本日の日程は全部終了いたしました。 

   なお、３月５日から７日までの３日間は予算説明会となっておりますので、出席願

います。 

   本日はこれにて散会いたします。大変ご苦労さまでした。 

（午後０時２０分） 


